
                            

※ 今後、介護福祉士国家試験や第２号研修の内容について見直しが予定されています。 

資料６ 

たんの吸引等の実施のための研修の受講について 

H27.3 鳥取県障がい福祉課 

 

 
  
「たんの吸引等の実施のための研修」には３種類があり、実施可能な行為や対象者の範囲に違

いがあります。 

 

区分 

 

対象者 

喀痰吸引 経管栄養 

鼻腔内 口腔内 気管ｶﾆｭ-ﾚ

内部 

胃ろう 

腸ろう 

経鼻経管

栄養 

１号研修 不特定多数の者 ○ ○ ○ ○ ○ 

２号研修 不特定多数の者 ○ ○ × ○ × 

３号研修 特定の者 必要な行為 

 
 

第３号研修は、対象者と行為を限定することで、第１号研修や第２号研修と比較して、研修

時間が短くなっています。また、一度、基本研修を受講されれば、対象者又は行為を代えて実

施する際も、実地研修のみ受講すればいいことになっています。 

 

 

 

 

 

 

基本研修  実地研修 

講義 

（８時間） 

シュミレータ

ー演習 

（１時間） 

現場

演習 

＋ 特定の者に対す

る必要な行為に

ついてのみ 

 障害福祉サービス事業所の介護職員の方は、県が実施する「たんの吸引等の実施のための研修」

を受講し、たんの吸引等に係る知識や技能を修得されれば、新たに、たんの吸引等を行うことがで

きます。 

たんの吸引等が必要な障がい者の方が自宅やグループホームで生活される上で、知識や技能を備えた

介護職員による支援は不可欠なものです。 

平成２７年度は、社会福祉法人こうほうえんに委託し県内２会場で基本研修を実施予定であり、開催

前には改めて通知しますので、積極的な受講をお願いします。 

平成２７年度報酬改定においても、 

○ 訪問系サービス事業所における特定事業所加算（資料２ 11 ページ） 

○ 介護サービス包括型共同生活援助事業所における重度障害者支援加算（資料２ 23～24 ページ） 

で、喀痰吸引等が要件になっています。 



利用者宅

業務
手順書

医療関係者との連携の下で
安全に実施される

「喀痰吸引等」の提供

連携体制の下での業務の手
順等を記載した業務方法書
の作成（訪問介護事業所等
で作成し共有化）

状態が急変した場合の医師等への
連絡体制の整備等、緊急時に適切
に対応できる体制を確保

医療関係者を含むケアカンファレンス
等の体制整備その他の安全確保のため
の体制の確保（ヒヤリ・ハット事例の
蓄積及び分析体制を含む。）

訪問介護事業所等

介護職員 医師

在宅医療機関

訪問看護ステーション

看護師

計画書

対象者の状況に
応じ、医師の指
示を踏まえた喀
痰吸引等の実施
内容等を記載し
た計画書を作成

報告書
喀痰吸引等の実
施状況を記載し
た報告書を作成
し、医師に提出

医師
指示書

喀痰吸引等の実施に際
し、医師の文書による
指示を受けること

対象者の心身の状況に関する情報を共有す
る等、介護職員と医師、看護職員との連携
を確保・適切な役割分担を構築

24

（参考）～喀痰吸引等の提供（具体的なイメージ：在宅の場合）～

居宅介護支援事業所

介護支援専門員
利用者毎の
ケアカンファレンス


